
令和８年度

一般財団法人秋田県建設・工業技術センター　職員採用試験

受 付 期 間 　令和　８年　５月１１日（月）から令和　８年　６月　１日（月）まで

第 一 次 試 験

　令和　８年　６月１４日（日）

　会場：一般財団法人秋田県建設・工業技術センター

　　　（秋田市川尻町字大川反１７０番地１７７）

第 二 次 試 験
　令和　８年　７月　５日（日）　

　※詳細は、第一次試験合格者へ書面で通知します。

お 問 い 合 わ せ
受 験 申 込 み 先

　一般財団法人秋田県建設・工業技術センター　総務企画部

　〒０１０－０９４１　秋田市川尻町字大川反１７０番地１７７

　(ＴＥＬ)０１８－８６３－４４２１　(ＦＡＸ)０１８－８６５－７００６



〜財団が求める⼈材像〜

・与えられた業務の遂⾏だけ
ではなく、⽬標を達成するた
めに何をすべきかを

⼈

・業務の⾯⽩さや楽しさを
⾒いだすことができ、

⼈



　１．採用区分・職務内容・採用予定人数等

受験
区分

採用 人員 採 用 時 期

　２．受験資格

受験
区分

　３．試験日時・場所

採 用 区 分 職 務 内 容

Ａ
大 学 卒 業 程 度

技 術 職
（ 土 木 ）

　下記いずれかの業務を行う

　①公共土木工事設計書作成、工事監
　　理等業務

　②道路等台帳整備、橋梁点検等業務

　③公共工事・工業材料、製品の品質
　　試験及び化学分析等業務

若 干 名 令和９年４月

Ｂ
短 大 卒 業 程 度

技 術 職
（ 土 木 ）

第 一 次 試 験 第 二 次 試 験 受 験 資 格

Ａ

　□　教養試験
　
　□　性格特性検査

　□　小論文試験

　　□　口述試験

　次のいずれかに該当する方
　
　　ア　平成３年４月２日から平成１７年４月１日
　　　までに生まれた方
　　イ　大学を卒業した方、令和９年３月３１日ま
　　　でに卒業見込みの方、又は同程度の学歴を有
　　　すると認めた方

Ｂ

　　ア　平成５年４月２日から平成１９年４月１日
　　　までに生まれた方
　　イ　短大、高専を卒業した方、令和９年３月３
　　　１日までに卒業見込みの方、又は同程度の学
　　　歴を有すると認めた方（大学を卒業又は卒業
　　　見込みの方は受験できません）

　※各受験資格における年齢制限理由（雇用対策法施行規則第１条の３第１項の適用号）については、
　　例外事由３号のイ（長期勤続におけるキャリア形成）によります。

　※次に該当する方は受験資格を満たしている場合でも受験できません。
　　・外国籍の方のうち、就職が制限される在留資格の方
　　（採用予定日までに就職可能な在留資格に変更する見込みの方は除く）

試 験 区 分 日 時 場 所

第 一 次 試 験

　令和　８年　６月１４日（日）

 一般財団法人
 秋田県建設・工業技術センター
（秋田市川尻町字大川反170番地177）

 　□ 教養試験　　　  ９：３０～１１：１０

 　□ 性格特性検査  １１：２０～１１：５０

　 □ 小論文試験　  １３：００～１４：１０

第 二 次 試 験
　令和　８年　７月　５日（日）

　※詳細は、第一次試験合格通知時にお知らせします。



　４．試験種目・内容

　５．資格調査

　　　受験資格の有無、申込書記載事項の真否等についての調査を行います。

　　　虚偽の申告があった場合には不採用となる場合があります。

　６．合格者発表

　７．試験結果開示

　　　この試験の結果については、受験者本人が口頭で開示請求をすることができます。

　　　その場合は、受験者本人であることを証明する書類（受験票等）を持参のうえ、次のとおり

　　開示を請求してください。

　　　※電話、メール、はがき等による請求はできません。

試 験 区 分 試 験 種 目 問 題 形 式 内 容

第 一 次 試 験

教 養 試 験
択一式　４０題

（９０分）

○時事、社会・人文に関する一般知識

○文章理解、判断・数的推理、資料解釈
　に関する能力

性 格 特 性 検 査
１５０題

（２０分）
○職務に求められる資質について

小 論 文 試 験
８００字以内

(６０分)
○職員として必要な知識、文章による表
　現力・理解力・文章構成力について

第 一 次 試 験 合 格 者 　令和　８年　６月２３日（火）
　当財団より書面で通知します。
　（同日午前１０時頃に当財団ホームページへも掲示します）

最 終 合 格 者 　令和　８年　７月１３日（月）

第 二 次 試 験 口 述 試 験 （３０分） ○個別面接

　※受験区分Ａ、Ｂ共に同一の試験となります。

試 験 区 分 請 求 で き る 人 開 示 内 容 開 示 場 所

第 一 次 試 験 第一次試験不合格者
第 一 次 試 験

総 合 順 位 及 び 得 点

当 財 団

第 二 次 試 験 第二次試験不合格者
第 二 次 試 験

総 合 順 位 及 び 得 点

　※開示請求可能期間は、各試験合格発表の翌日から１ヵ月間の平日９：００～１７：００となります。



　８．受験申込み手続、受付期間

　（１）申込み手続方法

　下記の連絡先にご連絡いただき、受験希望の旨お伝えください。

　氏名、住所を確認させていただいた上で申込に係る書類を郵送させていただきます。

　※当センターにお越しいただいてもお渡しできます。

　書類がお手元に届きましたら、案内に従い応募してください。

　（２）受付期間

　持参の場合は、令和８年５月１１日（月）から令和８年６月１日（月）までの期間の

うち、土曜日及び日曜日を除く日の９：００から１７：００までとなります。

　郵送の場合は、令和８年６月１日（月）付け消印有効としますが、その場合に限り、

同日中に郵送した旨の電話連絡を当財団までお願いいたします。

　（３）受験票交付

　受験票は、受付期間終了後に郵送で交付します。なお、令和８年６月８日（月）まで

に受験票がお手元に届かない場合は、当財団へ必ずお問い合わせください。

　９．試験に関する注意事項

　　　・試験当日は、受験票、筆記用具、必要に応じ昼食を持参してください。

　　　・筆記用具については、ＨＢの鉛筆、プラスチック製の消しゴムを使用してください。

　　　・試験中はスマートフォン、携帯電話等の音の鳴る電子機器については、電源を切り、

　　　　鞄等へ入れてください。

　　　・試験に遅刻した場合、受験することは可能ですが、その理由がいかなる場合であっても、

　　　　再試験、追試験等は行いません。予定された試験時間内での実施となります。

　　　・試験当日のゴミは、会場には捨てず、各自お持ち帰りいただくようご協力ください。

　　　・マスクの着用については、各自のご判断にお任せします。

〈御連絡先〉
⼀般財団法⼈秋⽥県建設・⼯業技術センター

総務企画部 総務企画課 採⽤担当
ＴＥＬ：０１８−８６３−４４２１



　１０．試験会場案内（略図）

一般財団法人秋田県建設・工業技術センター

　　一般財団法人秋田県建設・工業技術センター

　　〒０１０－０９４１　秋田市川尻町字大川反１７０番地１７７

　　▽アクセス▽
　　　○公共交通機関（バス）
　　　　秋田駅西口バス乗り場　２番線 県庁中央交通線　３番線 県立プール線・臨海営業所線
　　　　「臨海十字路」下車　徒歩５分
　　　○駐車場あり（自家用車でお越しいただけます）

〜勤務条件概要〜

【勤務時間】 ８：３０〜１７：１５ 実働７時間４５分
【初 任 給】 秋⽥県条例等に準じた当財団給与規程に基づく

（例）⼤学卒業程度採⽤試験：⽉額２３９，４８８円
短⼤卒業程度採⽤試験：⽉額２２４，３６９円

【昇 給】 年１回（４⽉）
【諸 ⼿ 当】 扶養⼿当、住居⼿当、通勤⼿当、寒冷地⼿当、資格⼿当、

時間外⼿当など
【賞 与】 当財団では、期末勤勉⼿当として年２回⽀給（６，１２⽉）
【休 ⽇】 完全週休２⽇制、祝⽇、年次有給休暇、年末年始休暇など
【福利厚⽣】 退職⾦制度、社会保険完備、健康診断、⼈間ドック、インフ

ルエンザ予防接種助成、作業着⽀給など
【教育研修】 新規職員研修、内部・外部研修、資格取得助成ほか


